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日 時 令和２年１１月２７日(金)

午前１０時

場 所 協議会室

市長あいさつ
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知多市議会１１月臨時会提出議案の概要 
提出件数：議案４件、報告２件 

議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

５４ 知多市職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて 

人事院勧告に沿って、令和２年１２月以降に支給する職員の期末手当の支給割合を引き下げ

るものです。 

５５ 知多市一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部改正について 

人事院勧告に沿って、令和２年１２月以降に支給する特定任期付職員の期末手当の支給割合

を引き下げるものです。 

５６ 知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の一部改正について 

 職員の期末手当改定に準じて、令和２年１２月以降に支給する期末手当の支給割合を引き下

げるものです。 

５７ 知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例の一部改正について 

 職員の期末手当改定に準じて、令和２年１２月以降に支給する期末手当の支給割合を引き下

げるものです。 

   

資料１－１ 
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報告番号 報    告    名 概      要      説      明 

報告１７ 市長専決処分事項の報告について 専決第１６号（令和２年１０月９日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

公用車による事故について、国家賠償法の規定に基づき、相手方の損害を賠償し、民法の規

定に基づき、和解を締結したものです。 

損 害 賠 償 の 額  ２５９，５７８円 

 

報告１８ 市長専決処分事項の報告について 専決第１７号（令和２年１１月１２日専決） 

損害賠償の額の決定及び和解について 

 草刈作業による事故について、国家賠償法の規定に基づき、相手方の損害を賠償し、民法の

規定に基づき、和解を締結したものです。 

損 害 賠 償 の 額  ５８，２８９円 

 

 



知多市議会１１月臨時会の日程
（１１月３０日 １日間）

１１月３０日（月） 本議会（議案上程、議案審議、委員会付託）

総務委員会

本会議（委員長報告、討論、採決）

※開始時間は、午前９時30分から

資料１－２
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知多市議会１２月定例会提出議案の概要 
提出件数：議案１４件 

議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

５８ 知多市事務分掌条例の一部改正について 多様化する市民ニーズ及び喫緊の行政課題に的確に対応する組織に改編するものです。 

５９ 知多市税外収入に係る延滞金に関する条例の

一部改正について 

 租税特別措置法の改正に伴い、延滞金に関する規定を改めるものです。 

６０ 知多市国民健康保険税条例の一部改正につい

て 

 基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額並びに減額の対象となる所得の基準を

改めるものです。 

６１ 知多市営海浜プールの設置及び管理に関する

条例の廃止について 

 海浜プールを廃止するものです。 

６２ 財産の取得について 国のＧＩＧＡスクール構想の加速により、子どもたちの学びを保障できる環境を早急に実現

するため、電子黒板を購入する売買契約を締結するものです。 

契 約 数 量  １７７台 

契約の方法        ３社による指名競争入札 

 契 約 金 額        ９９，６４７，４６０円 

 契約の相手方  名古屋市中区丸の内三丁目１８番２８号 

         教育産業株式会社 

         代表取締役 今枝伸保 

 

資料２－１ 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

６３ 西知多医療厚生組合規約の一部変更に関する

協議について 

 共同処理する事務に、西知多医療厚生組合が建設する健康増進施設の維持管理及びこれに附

帯する事務を追加することに伴い、西知多医療厚生組合規約の変更について協議するもので

す。 

６４ 指定管理者の指定（市営プール）について  市営プールの指定管理者を指定するものです。 

６５ 知多市水道事業の設置等に関する条例の一部

改正について 

 組織改編により都市整備部と水道部を統合することに伴い、水道事業の管理者たる市長の権

限に属する事務を処理する組織を改めるものです。 

６６ 知多市水道事業給水条例の一部改正について  使用水量の減少による料金収入の減少及び老朽化に伴う設備投資の増加の現状を踏まえ、水

道事業経営の持続に必要な水道料金収入の増収を図るものです。 

６７ 知多市都市計画下水道事業受益者負担に関す

る条例及び知多市特定環境保全公共下水道事

業受益者負担に関する条例の一部改正につい

て 

 租税特別措置法の改正に伴い、延滞金に関する規定を改めるものです。 

６８ 指定管理者の指定（有料駐車場）について  有料駐車場の指定管理者を指定するものです。 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

６９ 令和２年度知多市一般会計補正予算（第８号）  ３，２５６千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を３８，０１３，３８５千円とするもの

です。 

 ＜歳入＞ 

  固定資産税        200,000千円   民生費国庫負担金      5,743千円 

  教育費国庫補助金     12,250千円   民生費国庫委託金      5,030千円 

  衛生費県補助金      19,420千円   商工費県補助金      14,000千円 

  財政調整基金繰入金   △275,287千円   公共施設等整備基金繰入金 22,100千円 

 ＜主な歳出＞ 

  議会費           3,738千円   一般管理費        △6,335千円 

  市民協働推進費      △9,300千円   まちづくりセンター費    1,900千円 

  企画総務費       △22,700千円   税務総務費        △7,750千円 

  賦課費           1,100千円   戸籍住民基本台帳費    △2,200千円 

  社会福祉総務費      △1,215千円   児童福祉総務費      △9,200千円 

  保育園費        △34,300千円   やまもも園費       △3,600千円 

  若者女性支援総務費     1,600千円   生活保護総務費      52,903千円 

  国民健康保険費      △4,800千円   国民年金費         4,495千円 

  保健衛生総務費      △3,700千円   予防費          39,847千円 

  環境衛生総務費      △3,100千円   ごみ対策費        △2,700千円 

  リサイクルプラザ費     1,000千円   労働諸費         △1,080千円 

  農業委員会費       △3,000千円   農業総務費        △7,900千円 

  商工総務費        △2,300千円   土木総務費        △3,200千円 

  道路橋りょう総務費    △1,596千円   道路橋りょう新設改良費  △3,460千円 

  市街地整備費        3,400千円   建築総務費         1,600千円 

  緑と花の推進費      △3,900千円   公園費          22,100千円 

  常備消防費       △17,500千円   学校教育総務費       1,595千円 

  学校管理費（小学校）   12,538千円   教育振興費（小学校）    3,462千円 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

    学校管理費（中学校）    8,379千円   幼稚園費         △3,400千円 

  生涯学習振興費       3,200千円   歴史民俗博物館費      1,600千円 

  生涯スポーツ振興費    △1,900千円 

 

第２表 繰越明許費 

繰越明許費を次のように定めるものです。 

事  業  名 金  額 

リサイクルプラザ整備費 188,700千円 

公園等施設改良費 22,100千円 

合     計 210,800千円 

 

第３表 債務負担行為補正 

 債務負担行為を廃止するものです。 
 

事     項 期  間 限度額 

市庁舎整備管理事業 令和２年度から令和２４年度まで 

6,473,000千円 

ただし、金利変動、物

価変動等に伴う増減額

を加算又は減算した額 

図書館施設整備管理事業 令和２年度から令和２４年度まで 

1,688,000千円 

ただし、金利変動、物

価変動等に伴う増減額

を加算又は減算した額 
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議案番号 議    案    名 概      要      説      明 

７０ 令和２年度知多市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 ５０，６２０千円の増額補正で、歳入歳出予算の総額を７，９９８，８２０千円とするもの

です。 

 ＜歳入＞ 

保険給付費等交付金    55,420千円   一般会計繰入金     △4,800千円 

 ＜歳出＞ 

一般管理費       △4,800千円   一般被保険者高額療養費  55,420千円 

７１ 令和２年度知多市水道事業会計補正予算（第

３号） 

 収益的支出のうち、総係費を２，０００千円増額し、１，１６７，３００千円とするもので

す。 

 



資料２－２

臨時特別定額給付金制度の新設について

国において、特別定額給付金給付事業の対象でありながら、申請前に亡くなり、かつ、単身世帯で
あったために特別定額給付金を受給できなかった方への給付について、単身でない世帯との不公平感を
是正することを目的に、臨時特別定額給付金制度を新設するものです。

１ 給付対象者

国の特別定額給付金の受給資格を持ちながら、令和２年８月２５日までに死亡し、当該申請ができなかった単身世帯
の世帯主の法定相続人（同年４月２７日において、本市の住民基本台帳に記録されている者に限ります。）

お問い合わせ
総務課文書・庶務チーム 古川（0562-36-2630）

２ 給付額

１０万円

５ 事業費

１２月下旬 申請書郵送・申請受付
令和３年２月２６日 申請期限

４ スケジュール（予定）

総務事務費
予算 ２，４１５千円

臨時特別定額給付金 ２，４００千円（２４人を想定）

通信運搬費（郵送料） １５千円

※財源は、全て一般財源

３ 申請・給付方法

給付対象者に申請書を郵送し、必要事項を記入のうえ申請してもらい

ます（給付対象者が不明の場合は、死亡人の死亡時の住所に送付）。

申請をもとに、後日指定の口座に振り込みます。
Ｑ 基準日以降に亡くなった人は、
給付対象者となりますか。

Ａ 基準日以降に亡くなられた人に
ついても、給付対象者となります。
ただし、基準日以降に世帯主が

（中略）申請を行うことなく亡くな
られた場合で単身世帯の場合は、世
帯自体がなくなってしまうことから、
給付されません。

出典：特別定額給付金ポータルサイト
「よくある質問」(総務省)



資料２－３

修学旅行中止等に伴うキャンセル料の一部負担について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市内小中学校が実施する修学旅行を中止または変更し
た場合に発生する費用のうち、企画料相当額を市が負担することで、保護者の経済的な負担軽減を図り
ます。

１ 事業内容

（１）補助対象者
修学旅行に参加申し込みをしていた児童・生徒の保護者

（２）対象となるキャンセル料
旅行会社へ支払う、宿泊先の手配、行程の計画等に係る企画料相当額

お問い合わせ
学校教育課庶務チーム 濵野（0562-36-2681）

学校教育振興事業費
予算 １，５９５千円

４ 事業費

修学旅行キャンセル料補助金
小学校 １，０６１千円
中学校 ５３４千円

※財源は、全て一般財源

２ 効 果

児童・生徒の新型コロナウイルス感染症の感染防止につなげるとともに、
保護者の経済的な負担軽減を図る。

（１）小学校
全１０小学校が令和３年２月から３月にかけて、京都奈良方面で計画

（２）中学校
９月から１０月にかけて全５中学校で実施済み。
うち、１中学校が日帰りに変更したことに伴い発生した費用を負担予定

３ 修学旅行について



知多市議会１２月定例会の日程

（１２月７日～１８日 １２日間）

１２月 ７日（月） 本会議第１日（議案上程）

１２月 ８日（火） 本会議第２日（一般質問）

１２月 ９日（水） 本会議第３日（一般質問）

１２月１０日（木） 本会議第４日（議案審議、委員会付託）

１２月１１日（金） 福祉文教委員会

１２月１４日（月） 建設経済委員会

１２月１５日（火） 総務委員会

１２月１６日（水） 議会運営委員会

１２月１８日（金） 本会議最終日（委員長報告、討論、採決）

※開始時間は、午前９時30分から

資料２－４



資料３

知多市ネーミングライツパートナーの対象施設の拡大について
１２月から新たに勤労文化会館、中央図書館、こども未来館を対象施設に加えて募集を行います。

１ 募集期間

１２月１日（火）～１２月２８日（月）

お問い合わせ
財政課財政チーム 山田（0562-36-2631）

２ 対象施設（拡大分）

３ 対象施設（従来分）

施設名
（所在地）

契約期間 ネーミングライツ料
（税別）

知多市勤労文化会館
（知多市緑町５-１）

令和１０年３月３１日まで 年額１００万円以上

知多市立中央図書館
（知多市岡田字宝ノ脇２２）

令和７年３月３１日まで 年額１００万円以上

知多市こども未来館
（知多市旭南１-１）

２年以上５年以下 年額１００万円以上

施設名
（所在地）

契約期間 ネーミングライツ料
（税別）

知多市青少年会館
（知多市八幡字堀切９１‐１）

３年以上５年以下 年額７０万円以上

七曲公園
（知多市八幡字七曲り１）

３年以上５年以下 年額５０万円以上

長浦横断歩道橋
（市道北浜金沢線）

３年以上５年以下 年額１０万円以上
（年額２０万円以上から減額）

南浜町横断歩道橋
（市道北浜金沢線）

３年以上５年以下 年額１０万円以上
（年額２０万円以上から減額）

▲ 知多市勤労文化会館

▲ 知多市立中央図書館

▲ 知多市こども未来館



お菓子は、市の特産で天然記念物にも指定されている佐布里梅だけを使用してい
ます。
１００セット限定で、詰め合わせの箱は、返礼品用に作成したオリジナルです。

佐布里梅の知名度の向上を図るため、地域ブランド化推進事業で開発した佐布里
梅を使ったお菓子を詰め合わせにして、ふるさと納税の返礼品として新たに追加し
ました。

寄付金額 １０,０００円

内 容 知多市天然記念物「佐布里梅」を使ったお菓子セット（１００セット限定）

・ちょうどいいまち知多青梅ようかん×３個 （寺本饅頭本舗）

・ちょうどいいまち知多梅干しようかん×２個 （ 〃 ）

・ちたの梅×２個 （合資会社森田屋伸嘉）

・梅のしずく×４個 （ 〃 ）

・梅の香×２個 （ 〃 ）

ＰＲポイント

資料４

ふるさと納税返礼品に佐布里梅のお菓子セットが新登場

概 要

▲返礼品のイメージ

受付期間 令和２年１１月２７日（金）から令和３年３月２０日（土）まで

お問い合わせ
商工振興課商工チーム 小坂（0562-36-2662）

そ の 他 令和３年３月２１日（日）から順次発送


